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役
場
本
庁
や
各
総
合
事
務
所
を
は

じ
め
、
丹
南
地
域
に
設
置
し
て
あ
る

自
動
交
付
機
は
平
成
30
年
3
月
末
を

も
っ
て
廃
止
と
な
り
、た
ん
な
ん
カ
ー

ド
で
住
民
票
な
ど
の
証
明
書
を
取
得

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
で
各
種
証
明
書

を
取
得
可
能
な
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー

ビ
ス
の
ご
利
用
に
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

当
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
希
望
の
方
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
を
ご

検
討
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
カ
ー
ド
の
申
請
か
ら
受
け

取
り
ま
で
は
１
カ
月
か
ら
２
カ
月
程

度
お
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
確
定
申

告
前
に
カ
ー
ド
の
取
得
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
お
早
め
に
申
請
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
方
法

●
役
場
窓
口
で
の
申
請

　
町
民
税
務
課
お
よ
び
各
総
合
事
務
所
の
窓
口
に
て

カ
ー
ド
の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
役
場
本
庁
１
階
に
設
置
し
て
あ
る
自
動
証

明
写
真
機（
有
料
）で
は
、
写
真
の
撮
影
か
ら
カ
ー
ド

の
申
請
ま
で
一
括
し
て
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、

是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

持
ち
物

顔
写
真（
縦
４・
５
㎝
×
横
３・
５
㎝
、
正
面
・
無

帽
・
無
背
景
で
６
か
月
以
内
に
撮
影
さ
れ
た
も

の
）、
印
鑑
、
カ
ー
ド
交
付
申
請
書（
紛
失
さ
れ
た

方
は
免
許
証
も
し
く
は
そ
の
他
身
分
証
明
書
類
２

点
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。）

カ
ー
ド
申
請
受
付
延
長
窓
口

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
に
限
り
、
左
記
日

程
に
て
窓
口
受
付
時
間
を
延
長
し
ま
す
。

延
長
時
間

　
午
後
８
時
ま
で

延
長
曜
日
・
場
所

　
本　
　
　
　
　
庁　
　
毎
週
月
曜
日
・
金
曜
日

　
今
庄
総
合
事
務
所　
　
毎
週
木
曜
日

　
河
野
総
合
事
務
所　
　
毎
週
火
曜
日

　
※
12
月
22
日（
金
）ま
で

●
郵
送
で
の
申
請

　

通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
た
際
に
付
い
て
い
た

カ
ー
ド
交
付
申
請
書
の
裏
面
に
、
必
要
事
項
を
記
入

し
、
顔
写
真
を
貼
付
け
、
同
封
さ
れ
て
い
る
返
信
用

封
筒
に
入
れ
、
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

返
信
用
封
筒
の
有
効
期
限
が
切
れ
て
い
る
場
合
で

も
、
そ
の
ま
ま
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

●
パ
ソ
コ
ン
・

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等

　
で
の
申
請

https://net.kojinbango-card.go.jp

　
（
申
請
用
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
）に
ア
ク
セ
ス
し
、
案
内

に
従
い
必
要
事
項
を
入
力
し
ま
す
。

※ 

通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
た
際
に
付
い
て
い
た

カ
ー
ド
交
付
申
請
書
が
必
要
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
受
取
方
法

　
申
請
後
約
１
か
月
〜
２
か
月
後
に
役
場
か
ら
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
に
つ
い
て
、
お
知
ら
せ（
交

付
通
知
）し
ま
す
。
お
手
元
に
交
付
通
知
が
届
き
ま

し
た
ら
、
電
話
で
受
取
日
を
ご
予
約
の
上
、
必
要
書

類
を
持
参
し
、
指
定
さ
れ
た
窓
口（
町
民
税
務
課
ま

た
は
各
総
合
事
務
所
）ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　
町
民
税
務
課　
☎
47

－

８
０
１
５

マイナンバーカードの申請はお早めに！


